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令
和
８
年
度
与
党
税
制
改
正
大
綱
、公

表
─
自
民
党・日
本
維
新
の
会

税
　
　
務

期
中
会
計
基
準
等
に
関
す
る
財
規
改
正

案
等
、公
表
─
金
融
庁

会
　
　
計

有
価
証
券
届
出
書
の
提
出
免
除
基
準
の

引
上
げ
等
、報
告
案
取
り
ま
と
め

─
金
融
審
議
会
デ
ィ
ス
ク
ロ
ー
ジ
ャ
ー
Ｗ
Ｇ

金
　
　
融

去
る
２
０
２
５
年
12
月
19
日
、
自

民
党
・
日
本
維
新
の
会
は
「
令
和
８

年
度
税
制
改
正
大
綱
」を
公
表
し
た
。

令
和
８
年
度
以
降
の
税
制
改
正
の
方

向
性
を
示
し
た
も
の
。

企
業
実
務
に
か
か
わ
る
主
な
改
正

事
項
は
次
の
と
お
り
。

特
定
生
産
性
向
上
設
備
等
投
資
促

進
税
制
の
創
設

一
定
の
規
模
の
生
産
等
設
備
を
構

成
す
る
機
械
装
置
、
工
具
、
器
具
備

品
、
建
物
、
建
物
附
属
設
備
、
構
築

物
お
よ
び
ソ
フ
ト
ウ
エ
ア
で
、
特
定

生
産
性
向
上
設
備
等
（
仮
称
）
に
該

当
す
る
も
の
の
取
得
等
を
し
、
事
業

の
用
に
供
し
た
場
合
に
、
特
別
償
却

（
即
時
償
却
）
と
そ
の
取
得
価
額
の

７
％
（
建
物
、
建
物
附
属
設
備
お
よ

び
構
築
物
は
、
４
％
）
の
税
額
控
除

と
の
選
択
適
用
が
で
き
る
規
定
を
創

設
す
る
。

た
だ
し
、
税
額
控
除
税
額
は
当
期

の
法
人
税
額
の
20
％
を
上
限
と
し
、

控
除
限
度
超
過
額
は
３
年
間
の
繰
越

し
が
で
き
る
。

研
究
開
発
税
制
の
見
直
し

Ａ
Ｉ
、
量
子
、
半
導
体
等
に
関
し

て
認
定
を
受
け
た
重
点
産
業
技
術
試

験
研
究
費
の
額
の
40
％
の
税
額
控
除

が
で
き
る
制
度
を
創
設
す
る
。

一
般
試
験
研
究
費
に
関
し
て
も
、

控
除
率
の
上
限
は
維
持
し
つ
つ
、
試

験
研
究
費
の
増
加
を
促
す
観
点
か
ら

の
見
直
し
を
行
う
。

賃
上
げ
促
進
税
制

大
法
人
向
け
の
措
置
や
、
教
育
訓

練
費
増
加
の
上
乗
せ
要
件
を
廃
止
す

る
。企

業
グ
ル
ー
プ
間
の
取
引
に
係
る

書
類
保
存
の
特
例
の
創
設

内
国
法
人
が
関
連
者
と
の
間
で
特

定
取
引
を
行
っ
た
場
合
に
お
い
て
、

そ
の
取
引
に
関
し
て
、
取
引
関
連
書

類
等
に
そ
の
取
引
に
係
る
対
価
の
額

を
算
定
す
る
た
め
に
必
要
な
事
項
の

記
載
ま
た
は
記
録
が
な
い
と
き
は
、

そ
の
記
載
ま
た
は
記
録
が
な
い
事
項

を
明
ら
か
に
す
る
書
類
を
取
得
ま
た

は
作
成
し
、
保
存
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
こ
と
と
す
る
。

外
国
子
会
社
合
算
税
制
等
の
見
直
し

租
税
回
避
と
関
係
し
な
い
場
合
等

の
企
業
負
担
を
軽
減
す
る
た
め
、
解

散
し
た
部
分
対
象
外
国
関
係
会
社
ま

た
は
外
国
金
融
子
会
社
等
に
係
る
特

例
の
創
設
、
ペ
ー
パ
ー
カ
ン
パ
ニ
ー

特
例
に
係
る
資
産
割
合
要
件
に
つ
い

て
、
Ｂ
Ｓ
に
計
上
さ
れ
て
い
る
総
資

産
の
額
が
ゼ
ロ
の
場
合
、
資
産
割
合

要
件
の
判
定
を
不
要
と
す
る
措
置
な

ど
を
講
じ
る
。

適
格
請
求
書
等
保
存
方
式
に
係
る

経
過
措
置
の
見
直
し

適
格
請
求
書
発
行
事
業
者
以
外
の

者
か
ら
行
っ
た
課
税
仕
入
れ
に
係
る

税
額
控
除
に
関
す
る
経
過
措
置
に
お

け
る
控
除
可
能
割
合
に
つ
い
て
、
次

の
よ
う
に
緩
和
す
る
。

・
２
０
２
６
年
10
月
１
日
～
２
０
２
８

年
９
月
30
日
…
70
％

・
２
０
２
８
年
10
月
１
日
～
２
０
３
０

年
９
月
30
日
…
50
％

・
２
０
３
０
年
10
月
1
日
～
２
０
３
１

年
９
月
30
日
…
30
％

各
種
手
当
の
所
得
税
非
課
税
限
度

額
の
見
直
し

所
得
税
非
課
税
限
度
額
に
つ
い

て
、
マ
イ
カ
ー
通
勤
に
お
け
る
通
勤

距
離
が
65
キ
ロ
以
上
の
場
合
の
引
上

げ
、
お
よ
び
駐
車
場
料
金
の
加
算
を

行
う
。
ま
た
、
使
用
者
か
ら
従
業
員

へ
の
食
事
支
給
に
関
す
る
経
済
的
利

益
に
つ
い
て
、
所
得
税
が
非
課
税
と

さ
れ
る
使
用
者
の
負
担
額
の
上
限
を

月
額
７
、５
０
０
円（
現
行
：
月
額
３
、

５
０
０
円
）
に
引
き
上
げ
る
。

去
る
２
０
２
５
年
12
月
19
日
、
金

融
庁
は
「
財
務
諸
表
等
の
用
語
、
様

式
及
び
作
成
方
法
に
関
す
る
規
則

等
の
一
部
を
改
正
す
る
内
閣
府
令

（
案
）」
等
を
公
表
し
た
。
コ
メ
ン
ト

期
限
は
２
０
２
６
年
１
月
23
日
。

財
規
等
の
改
正
案

Ａ
Ｓ
Ｂ
Ｊ
が
公
表
し
た
企
業
会
計

基
準
37
号
「
期
中
財
務
諸
表
に
関
す

る
会
計
基
準
」
等
お
よ
び
実
務
対
応

報
告
公
開
草
案
72
号
「
防
衛
特
別
法

人
税
の
会
計
処
理
及
び
開
示
に
関
す

る
当
面
の
取
扱
い
（
案
）」
に
伴
い

財
務
諸
表
等
規
則
等
に
つ
い
て
所
要

の
改
正
を
行
う
も
の
。

中
間
（
連
結
）
損
益
計
算
書
の
規

定
に
「
切
放
し
法
の
適
用
に
関
す
る

注
記
」
を
新
設
す
る
と
と
も
に
、
条

文
中
の
「
地
方
法
人
税
」
を
「
地
方

法
人
税
、
防
衛
特
別
法
人
税
」
に
改

正
す
る
。

２
０
２
６
年
４
月
１
日
以
後
開
始

事
業
年
度
（
連
結
会
計
年
度
）
ま
た

は
中
間
（
連
結
）
会
計
期
間
か
ら
適

用
さ
れ
る
。

指
定
告
示
の
改
正
案

ま
た
、「
財
務
諸
表
等
規
則
に
規

定
す
る
金
融
庁
長
官
が
定
め
る
企
業

会
計
の
基
準
を
指
定
す
る
件
」
等
の

一
部
改
正
（
案
）
も
公
表
さ
れ
た
。

期
中
会
計
基
準
等
を
、
財
務
諸
表

等
規
則
等
に
規
定
す
る
一
般
に
公
正

妥
当
と
認
め
ら
れ
る
企
業
会
計
の
基

準
と
す
る
改
正
を
行
う
も
の
。

公
布
日
よ
り
施
行
さ
れ
る
。

去
る
２
０
２
５
年
12
月
18
日
、
金

融
庁
は
第
４
回
金
融
審
議
会
デ
ィ
ス

ク
ロ
ー
ジ
ャ
ー
ワ
ー
キ
ン
グ
・
グ

ル
ー
プ
（
座
長
：
神
作
裕
之
・
学
習

院
大
学
法
学
部
教
授
）（
以
下
、「
本

Ｗ
Ｇ
」
と
い
う
）
を
開
催
し
た
。

こ
れ
ま
で
の
議
論
を
踏
ま
え
た
報

告
案
が
示
さ
れ
、
議
論
さ
れ
た
。
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窃
盗
罪
の
財
物
と
は

弁
護
士 

白
川　

敬
裕

経
理
に〝
効
く
効
く
〟

法
律
雑
学

法
律
（
刑
法
）
上
、
窃
盗
罪
と
し

て
処
罰
さ
れ
る
の
は
、「
他
人
の
財

物
を
窃
取
し
た
者
」
と
さ
れ
て
い
ま
す

（
刑
法
235
）。
こ
の
「
財
物
」
と
は
、

何
で
し
ょ
う
か
。

「
財
物
」
は
抽
象
的
な
言
葉
で
す
か

ら
、具
体
的
な
ケ
ー
ス
に
お
い
て
、「
財

物
に
当
た
る
の
か
？
」
と
い
う
解
釈
が

必
要
に
な
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

た
と
え
ば
、「
電
気
」
は
財
物
に
当

た
る
の
で
し
ょ
う
か
。
電
気
・
ガ
ス
・

水
道
の
料
金
は
ま
と
め
て
、
水
道
光

熱
費
と
呼
ば
れ
ま
す
。
学
校
で
、
物

質
の
状
態
と
し
て
「
固
体
・
液
体
・

気
体
」
と
い
う
３
つ
が
あ
る
こ
と
を
習

い
ま
し
た
。　

通
常
の
状
態
で
ガ
ス
は
気
体
、
水

は
液
体
で
す
か
ら
、
ど
ち
ら
も
物
質

で
す
。
で
す
か
ら
、
ガ
ス
と
水
は
「
財

物
」
に
当
た
り
ま
す
。
た
と
え
ば
、

ガ
ス
の
供
給
を
止
め
ら
れ
て
い
る
に
も

か
か
わ
ら
ず
、
不
正
な
操
作
を
し
て

ガ
ス
を
使
い
続
け
れ
ば
、
ガ
ス
を
盗

ん
だ
窃
盗
罪
と
し
て
処
罰
さ
れ
る
こ

と
が
あ
り
得
ま
す
。

そ
れ
で
は
、
電
気
は
「
財
物
」
に

当
た
る
の
で
し
ょ
う
か
。
た
と
え
ば
、

隣
の
家
の
外
壁
に
設
置
し
て
い
る
コ
ン

セ
ン
ト
で
勝
手
に
充
電
す
れ
ば
、
電

気
を
盗
ん
だ
こ
と
に
な
り
そ
う
で
す
。

し
か
し
、
電
気
は
、「
電
子
が
移
動
す

る
現
象
」
で
す
。
電
気
に
姿
・
形
は

な
く
、
固
体
・
液
体
・
気
体
の
ど
れ

に
も
該
当
し
ま
せ
ん
。
電
気
が「
財
物
」

に
当
た
ら
な
け
れ
ば
、
窃
盗
罪
で
処

罰
す
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
り
ま
す
。

現
在
の
刑
法
に
は
、「
電
気
は
財
物

と
み
な
す
」
と
定
め
ら
れ
て
い
る
た

め
、
電
気
を
盗
め
ば
窃
盗
罪
と
な
り

ま
す
。
し
か
し
、
か
つ
て
、
こ
の
よ

う
な
規
定
が
な
か
っ
た
時
代
は
、「
は

た
し
て
電
気
は
、
財
物
に
当
た
る
の

か
」
が
議
論
さ
れ
て
い
ま
し
た
。

次
の
明
治
36
年
の
大
審
院
判
例
は
、

有
体
物
（
固
体
・
液
体
・
気
体
）
で

な
く
て
も
、「
管
理
可
能
な
も
の
」
で

あ
れ
ば「
財
物
」に
含
ま
れ
る
と
し
て
、

電
気
も
財
物
に
当
た
る
と
し
ま
し
た
。

【
大
審
院 

明
治
36
年
５
月
21
日
】

人
の
観
念
の
な
か
に
の
み
存
在
す

る
無
形
物
は
、
所
持
し
得
な
い
の
で

窃
盗
の
目
的
物
に
な
ら
な
い
。『
可
動

性
及
び
管
理
可
能
性
を
有
す
る
も
の
』

は
有
体
物
で
は
な
く
て
も
、
窃
盗
罪

の
目
的
物
に
な
り
得
る
。

こ
の
よ
う
に
「
財
物
」
は
抽
象
的

な
言
葉
で
す
か
ら
、
そ
の
具
体
的
な

意
味
に
つ
い
て
、
解
釈
が
必
要
と
な

り
ま
す
。

そ
れ
で
は
、「
ア
イ
デ
ア
」、「
デ
ー
タ
」

と
い
っ
た
情
報
は
「
財
物
」
に
当
た
る

の
で
し
ょ
う
か
？

ア
イ
デ
ア
が
書
か
れ
た
「
ノ
ー
ト
」

や
、
デ
ー
タ
が
入
っ
た
「
Ｕ
Ｓ
Ｂ
メ
モ

リ
ー
」
を
盗
ん
だ
の
で
あ
れ
ば
、
そ
の

「
ノ
ー
ト
」
や
「
Ｕ
Ｓ
Ｂ
メ
モ
リ
ー
」

は
物
質
で
す
か
ら
、
窃
盗
罪
に
な
り

ま
す
。
で
は
、「
あ
る
ア
イ
デ
ア
を
知

人
に
話
し
た
ら
、
そ
の
知
人
に
ア
イ

デ
ア
を
流
用
さ
れ
た
」、「
会
社
の
デ
ー

タ
を
、
自
分
の
Ｕ
Ｓ
Ｂ
メ
モ
リ
ー
に
コ

ピ
ー
し
て
持
ち
出
し
た
」
と
い
う
場

合
は
ど
う
で
し
ょ
う
か
。

人
間
の
頭
の
な
か
に
あ
る
ア
イ
デ

ア
、
パ
ソ
コ
ン
の
な
か
に
あ
る
デ
ー
タ

な
ど
の
「
情
報
」
そ
の
も
の
は
、
物

質
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
現
在
の
刑
法

で
は
、「
電
気
」
は
特
別
に
「
財
物
と

み
な
す
」
と
定
め
ら
れ
て
い
ま
す
が
、

情
報
に
つ
い
て
は
、
こ
の
よ
う
な
規
定

は
あ
り
ま
せ
ん
。
電
気
以
外
の
「
非

物
質
」
ま
で
、
あ
ま
り
広
く
「
財
物
」

に
含
め
て
し
ま
う
と
、「
物
」
と
い
う

言
葉
の
意
味
か
ら
離
れ
す
ぎ
て
し
ま

い
ま
す
。
そ
の
た
め
、「
情
報
」
そ
の

も
の
は
、
財
物
に
含
ま
れ
な
い
（
窃

盗
罪
に
な
ら
な
い
）
と
い
う
考
え
方
が

一
般
的
で
す
。

も
っ
と
も
、「
情
報
」
の
“
盗
み
”

は
、
窃
盗
罪
に
は
な
ら
な
い
と
し
て

も
、
別
の
法
律
（
著
作
権
侵
害
、
営

業
秘
密
侵
害
）
で
処
罰
さ
れ
る
可
能

性
が
あ
り
ま
す
。

主
な
審
議
事
項
は
次
の
と
お
り
。

有
価
証
券
届
出
書
の
提
出
免
除
基

準
の
見
直
し

⑴　
引
上
げ
後
の
提
出
免
除
基
準

ス
タ
ー
ト
ア
ッ
プ
企
業
等
へ
の
成

長
資
金
の
供
給
の
促
進
と
い
う
政
策

効
果
の
実
現
を
図
る
観
点
か
ら
、
少

額
募
集
制
度
の
利
用
可
能
額
を
引
き

上
げ
た
う
え
で
存
置
す
る
こ
と
を
前

提
と
し
て
、
提
出
免
除
基
準
を
１
億

円
か
ら
５
億
円
に
引
き
上
げ
る
こ
と

が
提
案
さ
れ
た
。　

ま
た
、
提
出
免
除
基
準
の
あ
り
方

に
つ
い
て
は
、
継
続
的
に
検
討
し
て

い
く
旨
が
示
さ
れ
た
。

⑵　
少
額
募
集
制
度
の
見
直
し

⑴
の
対
応
に
伴
い
、
投
資
者
保
護

と
開
示
負
担
の
バ
ラ
ン
ス
に
配
慮
し

た
段
階
的
な
開
示
制
度
を
整
備
す
る

た
め
、
通
常
の
様
式
に
比
し
て
簡
易

な
様
式
に
よ
る
有
価
証
券
届
出
書
の

提
出
を
可
能
と
す
る
少
額
募
集
制
度

の
利
用
可
能
額
を
、
発
行
価
額
の
総

額
を
５
億
円
か
ら
10
億
円
に
引
き
上

げ
た
う
え
で
、
同
制
度
を
存
置
す
る

こ
と
が
提
案
さ
れ
た
。

＊

委
員
か
ら
は
賛
意
が
聞
か
れ
た
一

方
で
、
提
出
免
除
基
準
を
さ
ら
に
引

き
上
げ
る
よ
う
、「
で
き
る
だ
け
早

期
に
検
討
し
て
ほ
し
い
」
と
の
意
見

も
聞
か
れ
た
。

ま
た
、「
年
１
回
程
度
、
政
策
効

果
の
検
証
を
し
て
ほ
し
い
」
と
の
意

見
が
聞
か
れ
た
。

セ
ー
フ
ハ
ー
バ
ー
・
ル
ー
ル
の
検
討

⑴　
セ
ー
フ
ハ
ー
バ
ー・
ル
ー
ル
の

効
果

民
事
責
任
に
加
え
、
課
徴
金
納
付

命
令
や
訂
正
報
告
書
の
提
出
命
令
も

セ
ー
フ
ハ
ー
バ
ー
・
ル
ー
ル
の
対
象
と

な
る
（
故
意
犯
処
罰
を
原
則
と
す
る

刑
事
責
任
は
対
象
外
）。
な
お
、
民

事
責
任
に
つ
い
て
は
法
律
改
正
、
課

徴
金
納
付
命
令
に
つ
い
て
は
開
示
ガ

イ
ド
ラ
イ
ン
改
正
に
よ
り
整
備
す
る
。

⑵　
セ
ー
フ
ハ
ー
バ
ー・
ル
ー
ル
の

適
用
範
囲

非
財
務
情
報
の
う
ち
の
将
来
情

報
、
見
積
り
情
報
、
統
制
の
及
ば
な

い
第
三
者
か
ら
取
得
し
た
情
報
（
以

下
、「
将
来
情
報
等
」）
が
対
象
と
な

る
。
た
だ
し
、
財
務
諸
表
に
密
接
に

関
連
す
る
情
報
は
除
く
。

⑶　
セ
ー
フ
ハ
ー
バ
ー・
ル
ー
ル
の

内
容・適
用
要
件

セ
ー
フ
ハ
ー
バ
ー
・
ル
ー
ル
の
内

容
・
適
用
要
件
に
つ
い
て
は
、
明
確

性
・
予
見
可
能
性
を
重
視
す
る
観
点

か
ら
、
非
財
務
情
報
の
う
ち
の
将
来

情
報
等
の
「
合
理
性
が
確
保
さ
れ
て

い
る
と
認
め
ら
れ
る
場
合
」
に
は

セ
ー
フ
ハ
ー
バ
ー
・
ル
ー
ル
が
適
用

さ
れ
、
虚
偽
記
載
等
の
責
任
を
負
わ

な
い
こ
と
と
し
、「
合
理
性
が
確
保

さ
れ
て
い
る
と
認
め
ら
れ
る
場
合
」
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サ
ス
テ
ナ
ビ
リ
テ
ィ
情
報
の
開
示・保

証
に
関
す
る
報
告
書
案
、検
討

─
金
融
審
議
会
サ
ス
テ
ナ
情
報
開
示・保
証
Ｗ
Ｇ

金
　
　
融

と
し
て
は
、
情
報
開
示
に
係
る
体
制

の
整
備
と
開
示
の
要
素
を
考
慮
し
、

次
の
よ
う
に
考
え
る
こ
と
が
適
当
で

あ
る
と
し
た
。

・
有
価
証
券
報
告
書
：
将
来
情
報
等

の
前
提
と
な
る
事
実
、
仮
定
お
よ

び
推
論
過
程
、
情
報
の
入
手
経
路

等
に
関
す
る
社
内
で
の
検
討
・
評

価
手
続
等
を
開
示
事
項
に
追
加

・
確
認
書
：
経
営
者
が
非
財
務
情
報

を
含
む
開
示
手
続
を
整
備
し
て
い

る
旨
と
そ
の
実
効
性
を
確
認
し
た

旨
を
記
載
事
項
に
追
加

委
員
か
ら
は
、「
過
度
な
開
示
要

求
と
な
ら
な
い
よ
う
配
慮
を
」、「
記

載
事
項
の
真
実
性
の
担
保
に
つ
い

て
、
引
き
続
き
具
体
的
な
検
討
が
必

要
」
と
の
意
見
も
聞
か
れ
た
。

そ
の
他

次
の
対
応
も
審
議
さ
れ
た
。

・
株
式
報
酬
に
係
る
開
示
制
度

企
業
が
自
社
お
よ
び
子
会
社
の

役
員
・
使
用
人
に
対
し
、
株
式
を

交
付
す
る
際
の
勧
誘
を
行
う
場
合

は
、
上
場・非
上
場
に
か
か
わ
ら
ず
、

有
価
証
券
届
出
書
の
提
出
を
不
要

と
す
る
。

・
特
定
投
資
家
私
募
制
度

特
定
投
資
家
向
け
の
資
金
調
達
に

係
る
勧
誘
対
象
範
囲
を
拡
大
す
る
。

今
後
の
方
向

本
Ｗ
Ｇ
の
取
り
ま
と
め
の
結
果
は
、

金
融
審
議
会
総
会
で
報
告
さ
れ
る
。

事
務
局
か
ら
は
、
こ
の
報
告
書
案

を
踏
ま
え
、
来
年
の
通
常
国
会
に
改

正
法
案
の
提
出
を
予
定
し
て
い
る
旨
、

お
よ
び
、
有
報
の
記
載
事
項
の
整
理

価
総
額
１
兆
円
未
満
５
、０
０
０
億

円
以
上
の
企
業
に
対
す
る
Ｓ
Ｓ
Ｂ
Ｊ

基
準
の
適
用
開
始
時
期
に
つ
い
て

は
、
２
０
２
９
年
３
月
期
と
し
、
第

三
者
保
証
の
導
入
時
期
は
そ
の
翌
年

（
２
０
３
０
年
３
月
期
）
と
す
る
。

有
報
の
提
出
期
限
の
延
長

中
間
論
点
整
理
で
引
き
続
き
検
討

す
る
と
さ
れ
て
い
た
有
報
の
提
出
期

限
の
延
長
に
つ
い
て
は
、
延
長
を
実

施
し
な
い
。

た
だ
し
、
や
む
を
得
な
い
理
由
に

よ
り
、
事
業
年
度
経
過
後
３
カ
月
以

内
に
提
出
で
き
な
い
こ
と
も
想
定
さ

れ
る
こ
と
か
ら
、
開
示
ガ
イ
ド
ラ
イ

ン
の
改
正
に
よ
り
、
有
報
に
関
す
る

延
長
承
認
の
制
度
を
柔
軟
に
活
用
で

き
る
よ
う
に
す
る
。

等
に
つ
い
て
、
相
対
的
に
有
用
性
が

低
下
し
て
い
る
事
項
の
有
無
を
検
証

し
、
投
資
者
の
利
便
性
向
上
、
企
業

の
作
成
負
荷
軽
減
、
両
者
の
対
話
の

充
実
な
ど
の
観
点
か
ら
、
必
要
に
応

じ
て
、
来
春
以
降
の
本
Ｗ
Ｇ
で
議
論

す
る
と
の
方
向
性
が
示
さ
れ
た
。

去
る
２
０
２
５
年
12
月
22
日
、
金

融
庁
は
第
11
回
金
融
審
議
会
サ
ス
テ

ナ
ビ
リ
テ
ィ
情
報
の
開
示
と
保
証
の

あ
り
方
に
関
す
る
ワ
ー
キ
ン
グ
・
グ

ル
ー
プ
（
座
長
：
神
作
裕
之
・
学
習

院
大
学
法
学
部
教
授
）を
開
催
し
た
。

２
０
２
５
年
７
月
に
公
表
さ
れ
た

中
間
論
点
整
理
を
踏
ま
え
、
本
年
中

を
目
途
に
結
論
を
出
す
こ
と
が
適
当

と
さ
れ
て
い
た
サ
ス
テ
ナ
ビ
リ
テ
ィ

情
報
の
第
三
者
保
証
制
度
の
あ
り
方

を
中
心
に
、
中
間
論
点
整
理
で
残
さ

れ
た
論
点
に
つ
い
て
の
検
討
結
果
を

取
り
ま
と
め
た
報
告
書
（
案
）
が
示

さ
れ
、
審
議
が
行
わ
れ
た
。

報
告
書
案
の
主
な
内
容
は
次
の
と

お
り
。

サ
ス
テ
ナ
ビ
リ
テ
ィ
情
報
の
開
示

中
間
論
点
整
理
に
お
い
て
、
引
き

続
き
検
討
す
る
と
し
て
い
た
株
式
時

サ
ス
テ
ナ
ビ
リ
テ
ィ
情
報
の
第
三

者
保
証

⑴　
保
証
業
務
実
施
者
に
関
す
る
基

本
的
な
考
え
方

わ
が
国
に
お
け
る
サ
ス
テ
ナ
ビ
リ

テ
ィ
情
報
の
保
証
は
国
際
基
準
（
Ｉ

Ｓ
Ｓ
Ａ
５
０
０
０
、
Ｉ
Ｅ
Ｓ
Ｓ
Ａ

（
サ
ス
テ
ナ
ビ
リ
テ
ィ
保
証
に
関
す

る
国
際
倫
理
基
準
）
や
国
際
品
質
マ

ネ
ジ
メ
ン
ト
基
準
（
Ｉ
Ｓ
Ｑ
Ｍ
１
））

と
整
合
性
が
確
保
さ
れ
た
基
準
に
準

拠
し
て
実
施
す
る
も
の
と
し
、
こ
う

し
た
保
証
を
実
施
で
き
る
者
が
監
査

法
人
で
あ
る
か
ど
う
か
に
か
か
わ
ら

ず
保
証
業
務
実
施
者
と
す
る
こ
と
を

制
度
設
計
の
基
本
的
な
考
え
方
と
す

る
。

⑵　
保
証
範
囲・水
準
、保
証
基
準

保
証
範
囲
は
、
当
初
２
年
間
は
ス

コ
ー
プ
１
・
２
、
ガ
バ
ナ
ン
ス
お
よ

び
リ
ス
ク
管
理
に
対
す
る
第
三
者
保

証
を
義
務
づ
け
る
（
３
年
目
以
降
は

国
際
動
向
等
を
踏
ま
え
今
後
検
討
）

と
し
、
保
証
水
準
は
、
限
定
的
保
証

（
合
理
的
保
証
へ
の
移
行
の
検
討
は

行
わ
な
い
）
と
す
る
。

保
証
基
準
等
の
基
準
の
あ
り
方
に

つ
い
て
は
、
企
業
会
計
審
議
会
に
お

い
て
審
議
し
、
結
論
を
出
す
。

⑶　
登
録
要
件

保
証
業
務
実
施
者
に
求
め
ら
れ
る

体
制
整
備
に
つ
い
て
次
の
よ
う
な
事

項
を
登
録
の
要
件
と
し
て
求
め
る
べ

き
で
あ
る
。

・
業
務
執
行
責
任
者
の
設
置
な
ど
の

人
的
体
制
整
備

・
品
質
管
理
部
門
の
設
置
な
ど
必
要

な
業
務
体
制
の
整
備

・
一
定
の
資
本
金
や
出
資
金
な
ど
の

財
産
的
基
礎

⑷　
行
為
規
制

財
務
諸
表
監
査
に
お
い
て
監
査
法

人
に
求
め
ら
れ
る
公
認
会
計
士
法
の

規
定
を
参
考
と
し
な
が
ら
、
次
の
よ

う
な
規
制
を
課
す
。

・
守
秘
義
務

・
一
定
の
非
保
証
業
務
と
の
同
時
提

供
禁
止

・
業
務
執
行
責
任
者
の
ロ
ー
テ
ー

シ
ョ
ン
ル
ー
ル　
等

⑸　
検
査・監
督
等

保
証
業
務
の
質
を
モ
ニ
タ
リ
ン
グ

す
る
必
要
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
当
面

は
金
融
庁
に
お
い
て
登
録
業
者
へ
の

検
査
・
監
督
を
行
い
、
そ
の
間
に
自

主
規
制
機
関
の
あ
り
方
を
検
討
す
る
。

⑹　
エ
ン
フ
ォ
ー
ス
メ
ン
ト

①　
行
政
上
の
エ
ン
フ
ォ
ー
ス
メ
ン
ト

保
証
業
務
実
施
者
の
法
令
違
反
等

に
対
す
る
行
政
処
分
（
課
徴
金
、
業

務
改
善
命
令
等
）
を
規
定
す
る
。

ま
た
、
と
く
に
虚
偽
保
証
の
場
合

に
お
い
て
は
課
徴
金
制
度
を
設
け
る

な
ど
、
虚
偽
証
明
を
行
っ
た
監
査
法
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譲
受
人
が
Ｓ
Ｐ
Ｃ
の
場
合
の
金
融
資
産

の
消
滅
範
囲
の
明
確
化
、検
討
開
始

─
Ａ
Ｓ
Ｂ
Ｊ
、金
融
商
品
専
門
委

会
　
　
計

Ｇ
Ｈ
Ｇ
排
出
の
開
示
に
つ
い
て
の
Ｉ
Ｆ

Ｒ
Ｓ 

Ｓ
２
号
の
修
正
、公
表
─
Ｉ
Ｓ
Ｓ
Ｂ

国
際
会
計

去
る
２
０
２
５
年
12
月
17
日
、
企

業
会
計
基
準
委
員
会
は
、
第
２
４
７

回
金
融
商
品
専
門
委
員
会
を
開
催
し

た
。「

譲
受
人
が
特
別
目
的
会
社
で
あ
る

場
合
の
金
融
資
産
の
消
滅
範
囲
の
明

確
化
」
に
関
す
る
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の

今
後
の
進
め
方
に
つ
い
て
検
討
さ
れ

た
。
主
な
検
討
内
容
は
次
の
と
お
り
。

テ
ー
マ
提
言
の
経
緯

第
52
回
企
業
会
計
基
準
諮
問
会

議
（
２
０
２
４
年
12
月
20
日
号
（
№

１
７
３
０
）情
報
ダ
イ
ジ
ェ
ス
ト
参
照
）

で
全
国
銀
行
協
会
か
ら
、
新
規
テ
ー

マ
に
つ
い
て
次
の
提
案
が
さ
れ
た
。

金
融
商
品
会
計
基
準
（
注
４
）
で

は
、
金
融
資
産
の
消
滅
の
認
識
要
件

に
つ
い
て
、
譲
受
人
が
一
定
の
特
別

目
的
会
社
（
Ｓ
Ｐ
Ｃ
）
の
場
合
に
は
、

当
該
Ｓ
Ｐ
Ｃ
が
発
行
す
る
「
証
券
」

の
保
有
者
を
当
該
金
融
資
産
の
譲
受

人
と
み
な
し
て
消
滅
の
認
識
の
要

件
を
適
用
す
る
と
さ
れ
て
お
り
、
Ｓ

Ｐ
Ｃ
に
対
し
て
貸
付
け
が
行
わ
れ
て

い
る
場
合
の
当
該
要
件
の
適
用
に
つ

い
て
見
解
が
分
か
れ
て
い
る
こ
と
か

ら
、
明
確
化
が
必
要
で
あ
る
。

本
提
案
に
つ
い
て
、諮
問
会
議
で
、

「『
証
券
』
に
対
す
る
消
滅
の
認
識
の

要
件
の
取
扱
い
を
貸
付
金
に
類
推
適

用
で
き
る
か
に
つ
い
て
さ
ま
ざ
ま
な

考
え
方
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
」、

「
必
ず
し
も
金
融
機
関
に
限
ら
れ
な

い
広
範
な
影
響
が
あ
る
可
能
性
が
あ

る
」
と
い
っ
た
指
摘
が
聞
か
れ
、
新

規
テ
ー
マ
と
し
て
提
言
さ
れ
た
。

事
務
局
分
析
と
提
案

こ
の
提
案
を
受
け
、
事
務
局
か
ら

は
、
本
質
的
な
課
題
と
し
て
は
、
Ｓ

Ｐ
Ｃ
が
発
行
す
る
証
券
の
保
有
者
だ

け
で
は
な
く
Ｓ
Ｐ
Ｃ
に
対
す
る
融
資

者
も
金
融
資
産
か
ら
生
じ
る
収
益
を

享
受
し
て
い
る
場
合
、
ど
の
よ
う
に

評
価
し
て
譲
渡
人
が
譲
渡
し
た
金
融

資
産
の
消
滅
の
認
識
に
関
す
る
判
断

を
行
う
の
か
と
い
う
点
で
あ
る
と
の

分
析
が
な
さ
れ
、
次
の
提
案
が
示
さ

れ
た
。金

融
商
品
会
計
基
準
お
よ
び
金
融

商
品
実
務
指
針
に
つ
い
て
、
次
の
改

正
を
行
う
。

①　
金
融
商
品
会
計
基
準
（
注
４
）

に
つ
い
て
、
証
券
の
保
有
者
だ
け

で
は
な
く
、
貸
付
金
の
保
有
者
に

つ
い
て
も
同
様
に
取
り
扱
う
こ
と

を
示
す
。

②　

あ
わ
せ
て
注
４
を
補
足
す
る

金
融
商
品
実
務
指
針
40
項
に
つ
い

て
、
譲
渡
人
が
Ｓ
Ｐ
Ｃ
の
発
行
す

る
証
券
を
保
有
す
る
こ
と
に
な
る

場
合
の
み
で
は
な
く
Ｓ
Ｐ
Ｃ
に
対

す
る
貸
付
金
を
保
有
す
る
場
合
に

つ
い
て
も
同
様
に
取
り
扱
う
こ
と

を
示
す
。

専
門
委
員
の
意
見
等

専
門
委
員
か
ら
は
特
段
の
異
論
は

聞
か
れ
な
か
っ
た
。
次
回
以
降
文
案

の
検
討
が
行
わ
れ
る
。

去
る
２
０
２
５
年
12
月
11
日
、
国
際

サ
ス
テ
ナ
ビ
リ
テ
ィ
基
準
審
議
会
（
Ｉ

Ｓ
Ｓ
Ｂ
）
は
、「
温
室
効
果
ガ
ス
排
出

の
開
示
に
対
す
る
修
正
―
Ｉ
Ｆ
Ｒ
Ｓ 

Ｓ
２
号
の
修
正
」（A

m
endm

ents 
to G

reenhouse G
as Em

issions 
D

isclosures

―A
m

endm
ents to 

IFRS S2

）（
以
下
、「
本
修
正
基
準
」

と
い
う
）
を
公
表
し
た
。
本
修
正
基

準
は
、
Ｉ
Ｆ
Ｒ
Ｓ 

Ｓ
２
号
「
気
候
関

連
開
示
」（
以
下
、「
Ｓ
２
号
」
と
い

う
）
に
基
づ
く
温
室
効
果
ガ
ス
（
Ｇ

Ｈ
Ｇ
）
排
出
の
測
定
と
開
示
に
関
す

る
要
求
事
項
の
一
部
を
緩
和
す
る
こ

と
で
複
雑
性
や
二
重
報
告
の
負
担
な

ど
を
削
減
し
、
Ｓ
２
号
の
適
用
を
支

援
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
も
の
で
、

同
年
４
月
に
公
表
さ
れ
た
公
開
草
案

へ
の
関
係
者
の
フ
ィ
ー
ド
バ
ッ
ク
を
踏

ま
え
て
最
終
化
さ
れ
て
い
る
。

本
修
正
基
準
が
緩
和
し
た
主
な
要

求
事
項
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

「
ス
コ
ー
プ
３
」「
カ
テ
ゴ
リ
ー
15
」

の
Ｇ
Ｈ
Ｇ
排
出
の
測
定
・
開
示
対

象
の
明
示

デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
を
除
く
融
資
お
よ

び
投
資
に
起
因
す
る
フ
ァ
イ
ナ
ン
ス

ド
・
エ
ミ
ッ
シ
ョ
ン
に
限
定
し
た
Ｇ

Ｈ
Ｇ
排
出
の
測
定
・
開
示
を
認
め
る

こ
と
を
明
確
化
す
る
。

人
に
対
す
る
課
徴
金
納
付
命
令
と
同

様
の
制
度
を
設
け
る
。

②　
民
事
上
の
エ
ン
フ
ォ
ー
ス
メ
ン
ト

監
査
法
人
に
関
す
る
虚
偽
証
明
責

任
と
同
様
に
、
サ
ス
テ
ナ
ビ
リ
テ
ィ

情
報
に
つ
い
て
虚
偽
保
証
を
行
っ
た

場
合
、
故
意
ま
た
は
過
失
が
な
か
っ

た
こ
と
の
立
証
責
任
が
保
証
業
務
実

施
者
に
転
換
さ
れ
た
民
事
責
任
を
規

定
す
る
。

な
お
、企
業
に
セ
ー
フ
ハ
ー
バ
ー
・

ル
ー
ル
が
適
用
さ
れ
る
場
合
、
保
証

業
務
実
施
者
に
お
い
て
も
金
商
法
上

の
民
事
責
任
（
立
証
責
任
が
転
換
さ

れ
た
民
事
責
任
）
を
負
わ
な
い
も
の

と
す
る
。

③　
刑
事
上
の
エ
ン
フ
ォ
ー
ス
メ
ン
ト

公
認
会
計
士
法
で
規
定
さ
れ
て
い

る
重
要
な
行
為
規
制
の
違
反
に
科
さ

れ
る
罰
則
と
同
様
の
罰
則
規
定
を
設

け
る
。

＊

委
員
か
ら
は
特
段
異
論
は
聞
か
れ

な
か
っ
た
。

ま
た
、
委
員
か
ら
、「
引
き
続
き

検
討
す
る
と
さ
れ
て
い
る
時
価
総
額

５
、０
０
０
億
円
未
満
の
企
業
へ
の

Ｓ
Ｓ
Ｂ
Ｊ
基
準
の
適
用
と
第
三
者

保
証
の
導
入
に
つ
い
て
は
、
い
つ

頃
か
ら
検
討
す
る
の
か
」
と
の
質

問
に
対
し
て
、
事
務
局
か
ら
「
５
、

０
０
０
億
円
以
上
の
企
業
の
適
用
状

況
を
み
て
か
ら
検
討
し
た
い
」
と
の

回
答
が
あ
っ
た
。

今
後
の
方
向

今
後
は
、
今
回
聞
か
れ
た
意
見
を

踏
ま
え
て
修
正
し
た
も
の
を
各
委
員

に
メ
ー
ル
等
で
諮
り
、
正
式
に
取
り

ま
と
め
た
も
の
を
金
融
審
議
会
総
会

に
お
い
て
報
告
す
る
。
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世
界
産
業
分
類
基
準
（
Ｇ
Ｉ
Ｃ
Ｓ
）

の
利
用
の
免
除

フ
ァ
イ
ナ
ン
ス
ド
・
エ
ミ
ッ
シ
ョ
ン

を
産
業
別
に
分
解
し
て
開
示
す
る
際

に
Ｇ
Ｉ
Ｃ
Ｓ
（G

lobal Industry 
Classification Standards

）
以

外
の
代
替
的
な
産
業
分
類
シ
ス
テ
ム

の
利
用
を
認
め
る
。

「
温
室
効
果
ガ
ス
プ
ロ
ト
コ
ル
の
企

業
算
定
及
び
報
告
基
準（
２
０
０
４

年
）」（
Ｇ
Ｈ
Ｇ
プ
ロ
ト
コ
ル
）
へ

の
準
拠
の
免
除

当
局
ま
た
は
上
場
市
場
が
Ｇ
Ｈ
Ｇ

プ
ロ
ト
コ
ル
と
異
な
る
方
法
を
要
求

す
る
場
合
、
要
求
さ
れ
る
方
法
に
基

づ
く
Ｇ
Ｈ
Ｇ
排
出
の
測
定
が
で
き
る

こ
と
を
明
確
化
す
る
。

地
球
温
暖
化
係
数
（
Ｇ
Ｗ
Ｐ
）

当
局
ま
た
は
上
場
市
場
が
気
候
変

動
に
関
す
る
政
府
間
パ
ネ
ル
（
Ｉ
Ｐ

Ｃ
Ｃ
）
の
最
新
の
評
価
と
異
な
る
Ｇ

Ｗ
Ｐ
の
使
用
を
要
求
す
る
場
合
、
要

求
さ
れ
る
Ｇ
Ｗ
Ｐ
の
使
用
を
認
め
る
。

適
用
関
係

本
修
正
基
準
は
２
０
２
７
年
１
月

１
日
以
降
に
開
始
す
る
報
告
期
間
か

ら
適
用
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
、
早

期
適
用
も
可
能
と
さ
れ
て
い
る
。

ま
た
、
本
修
正
基
準
に
合
致
さ
せ

る
た
め
の
Ｓ
Ａ
Ｓ
Ｂ
ス
タ
ン
ダ
ー
ド

の
修
正
も
あ
わ
せ
て
公
表
さ
れ
て
い

る
。

コ
ー
デ
ィ
フ
ィ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
改
善
Ａ

Ｓ
Ｕ
、公
表
─
Ｆ
Ａ
Ｓ
Ｂ

国
際
会
計

利
上
げ
後
の
反
応
を
測
り
始
め
た
日
銀

金
　
　
融

去
る
２
０
２
５
年
12
月
17
日
、
Ｆ

Ａ
Ｓ
Ｂ
は
会
計
基
準
ア
ッ
プ
デ
ー

ト
（
Ａ
Ｓ
Ｕ
）
２
０
２
５
─
12

「Codification

の
改
善
」
を
公
表

し
た
。
関
係
者
か
ら
の
提
案
等
に
対

応
し
、
Ｇ
Ａ
Ａ
Ｐ
を
改
善
す
る
た
め
の

「
永
久
に
続
く
（evergreen

）
プ
ロ

ジ
ェ
ク
ト
」
は
、
技
術
的
な
修
正
、
意

図
し
な
い
適
用
、
明
確
化
、
そ
の
他
の

小
規
模
な
改
善
に
起
因
す
る
幅
広
い

ト
ピ
ッ
ク
に
つ
い
て
のCodification

の
更
新
を
行
う
。
生
じ
た
改
訂
は
総

称
し
て
「Codification

の
改
善
」

と
呼
ば
れ
る
。

Ａ
Ｓ
Ｕ
は
、
33
の
改
訂
を
行
っ
て

い
る
が
、
以
下
が
主
要
な
も
の
で
、

そ
の
他
は
、
主
に
、
産
業
ト
ピ
ッ
ク

と
例
示
に
関
す
る
改
訂
で
あ
る
。

用
語
集
の
「
償
却
原
価
」
の
削
除

（
改
訂
１
）

「
償
却
原
価
（am

ortized cost

）

（
初
期
投
資
額
か
ら
回
収
さ
れ
た
現

金
と
減
損
額
を
差
し
引
き
、
こ
れ
ま

で
に
発
生
し
た
利
息
収
益
を
加
え
た

合
計
額
）」
と
い
う
用
語
は
、「
投
資

―
債
券
―
全
体
（
サ
ブ
・
ト
ピ
ッ
ク

320
―
10
）」
に
お
い
て
、
用
語
集
の

用
語
と
し
て
頻
繁
に
使
用
さ
れ
て
い

る
。
Ａ
Ｓ
Ｕ
は
、
用
語
集
の
「
償
却

原
価
」
と
い
う
用
語
を
削
除
し
て
い

る
。
削
除
は
、
よ
り
広
い
定
義
で
あ

る
償
却
原
価
ベ
ー
ス
（am

ortized 
cost basis

）（「
未
収
利
息
」、「
プ

レ
ミ
ア
ム
、
デ
ィ
ス
カ
ウ
ン
ト
、
お

よ
び
繰
延
収
益
（
ま
た
は
費
用
）
純

額
の
増
加
（accretion

）
ま
た
は

償
却
」、「
現
金
回
収
」、「
貸
倒
れ
」、

「
為
替
換
算
」、
お
よ
び
「
公
正
価
値

ヘ
ッ
ジ
会
計
の
調
整
」
に
よ
り
修
正

さ
れ
た
、金
融
債
権
（
ま
た
は
投
資
）

の
発
生
時
（
ま
た
は
取
得
時
）
の
金

額
）
へ
の
統
一
を
図
る
も
の
と
思
わ

れ
る
。

１
株
当
た
り
利
益
の
計
算
の
明
確
化

（
改
訂
４
）

「
１
株
当
た
り
利
益
（
ト
ピ
ッ
ク

260
）」
の
継
続
事
業
か
ら
の
損
失
を

計
上
し
て
い
る
場
合
に
つ
い
て
、
希

薄
化
後
１
株
当
た
り
利
益（
Ｅ
Ｐ
Ｓ
）

の
計
算
方
法
を
明
確
に
し
た
。
結
果

と
し
て
、
継
続
事
業
か
ら
の
損
失
の

希
薄
化
後
Ｅ
Ｐ
Ｓ
が
、
常
に
、
基
本

的
Ｅ
Ｐ
Ｓ
と
同
じ
に
な
る
と
は
限
ら

な
く
な
る
。

自
己
株
式
消
却
の
会
計
処
理
法
の

明
確
化
（
改
訂
10
）

自
己
株
式
の
消
却
に
関
し
て
、
資

本
剰
余
金
が
負
の
残
高
と
な
ら
な
い

限
り
、
自
己
株
式
の
買
戻
価
額
が
額

面
価
額
ま
た
は
表
示
価
額
を
上
回
る

超
過
額
の
全
額
を
、
資
本
剰
余
金
か

ら
控
除
す
る
方
法
を
明
確
に
認
め
た
。

適
用
関
係

Ａ
Ｓ
Ｕ
は
２
０
２
６
年
12
月
16
日

以
降
開
始
す
る
年
度
か
ら
、「
遡
及

適
用
」
と
「
将
来
に
向
か
っ
て
の
適

用
」の
い
ず
れ
か
で
適
用
さ
れ
る（
遡

及
的
に
適
用
さ
れ
る
改
訂
４
を
除

く
）。
早
期
適
用
は
認
め
ら
れ
る
。

日
本
銀
行
は
２
０
２
５
年
12
月
19

日
の
金
融
政
策
決
定
会
合
で
、
政
策

金
利
で
あ
る
無
担
保
コ
ー
ル
翌
日
物

金
利
の
誘
導
目
標
を
０
・
５
％
程
度

か
ら
０
・
７
５
％
程
度
へ
引
き
上
げ

る
こ
と
を
決
定
し
た
。
あ
わ
せ
て
補

完
当
座
預
金
制
度
の
適
用
金
利
や
基

準
貸
付
利
率
も
変
更
し
、
短
期
金
利

全
体
の
水
準
を
引
き
上
げ
た
。

声
明
文
で
は
「
景
気
は
一
部
に
弱

め
の
動
き
が
み
ら
れ
る
も
の
の
、
全

体
と
し
て
は
緩
や
か
に
回
復
し
て
い

る
」
と
の
認
識
が
示
さ
れ
た
。
労
働

需
給
は
引
き
締
ま
っ
た
状
態
が
続

き
、
企
業
収
益
も
高
水
準
を
維
持
す

る
見
通
し
と
さ
れ
た
。
こ
う
し
た
環

境
の
も
と
、
来
年
の
春
闘
に
お
い
て

も
、
今
年
に
続
き
賃
上
げ
が
実
施
さ

れ
る
可
能
性
が
高
い
と
の
判
断
が
示

さ
れ
た
。
物
価
面
で
は
、
賃
金
上
昇

が
販
売
価
格
に
転
嫁
さ
れ
る
動
き
が

続
い
て
お
り
、
基
調
的
な
物
価
上
昇

率
は
緩
や
か
な
上
昇
が
続
い
て
い
る

と
評
価
さ
れ
た
。
見
通
し
期
間
後
半

に
は
、
基
調
的
な
物
価
上
昇
率
が

２
％
の
物
価
安
定
目
標
と
整
合
的
な

水
準
で
推
移
す
る
と
の
中
心
見
通
し

が
示
さ
れ
た
。
こ
う
し
た
経
済
・
物

価
情
勢
を
踏
ま
え
、
金
融
緩
和
の
度

合
い
を
調
整
す
る
こ
と
が
適
切
と
判

断
し
た
と
し
て
い
る
。

し
か
し
、
今
回
の
利
上
げ
を
も
っ

て
日
銀
が
本
格
的
な
引
締
め
局
面
に

入
っ
た
と
受
け
止
め
る
の
は
適
切
で

は
な
い
だ
ろ
う
。
日
銀
自
身
が
繰
り

返
し
て
い
る
よ
う
に
、
実
質
金
利
は

依
然
と
し
て
大
幅
な
マ
イ
ナ
ス
で
あ

り
、
金
融
環
境
は
な
お
緩
和
的
と
位

置
づ
け
ら
れ
て
い
る
。

む
し
ろ
今
回
の
決
定
が
示
し
た
の

は
、
利
上
げ
そ
の
も
の
よ
り
も
、
利

上
げ
後
の
経
済
の
反
応
を
見
極
め
る

段
階
に
入
っ
た
と
い
う
点
で
あ
る
。

中
立
金
利
や
タ
ー
ミ
ナ
ル
レ
ー
ト
の
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この10日間に公表・公布された経理関係重要法規等
日　付 法　規　等 出　所 備　考

2025年
12月12日

新規上場時の会計不正
事例を踏まえた取引所
の対応について

東証・日本
取引所自主
規制法人

最近の新規上場時の会計不正事例を受けて、今後の取引所における再発防止に向けた対
応を取りまとめたもの。上場準備期間に監査法人が交代している場合における前任者に
対する交代経緯等の確認、新規上場申請会社における内部通報体制の整備状況の確認な
どが盛り込まれている。
https://www.jpx.co.jp/news/1020/20251212-01.html

2025年
12月15日

監査基準報告書570「継
続企業」の改正について

（公開草案）
JICPA

近年の世界における企業の破綻に伴い、利害関係者の間で継続企業に関する透明性の
向上に関するニーズが高まっているなか、IAASBによるISA570（Revised 2024）の公
表を受け、所要の改正を行うもの。監査人の手続の改正、コミュニケーションの強化、監
査報告書利用者に対する透明性の向上が図られている。コメント期限は2026年１月15
日。
https://jicpa.or.jp/specialized_field/20251215jeg.html

2025年
12月15日

サステナビリティ開示
ユニバーサル基準公開
草案3号（サステナビリ
ティ開示ユニバーサル
基準の改正案）「サステ
ナビリティ開示基準の
適用（案）」等

SSBJ

ISSBから公開草案「温室効果ガス排出の開示に対する修正―IFRS S2号の修正案」が公
表されたことを受け、「サステナビリティ開示基準の適用」のほか、「一般開示基準」、「気
候関連開示基準」につき改正を行うもの。具体的には、「『スコープ 3』『カテゴリー 15』の
温室効果ガス排出の測定および開示」、「ファイナンスド・エミッションに関する追加的
な情報の開示」、「『温室効果ガスプロトコルの企業算定及び報告基準（2004年）』の使用
に対する法域別の救済措置」、「地球温暖化係数についての法域別の救済措置」に関する
改正を行う。コメント期限は2026年1月28日。
https://www.ssb-j.jp/jp/domestic_standards/exposure_draft/y2025/2025-
1215.html

お
詫
び
と
訂
正

本
誌
２
０
２
５
年
12
月
10
日
号

（
№
１
７
６
２
）
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー

に
て
誤
り
が
あ
り
ま
し
た
。
読
者

の
皆
様
お
よ
び
ご
登
場
者
の
方
に

謹
ん
で
お
詫
び
す
る
と
と
も
に
、

次
の
よ
う
に
訂
正
い
た
し
ま
す
。

●
37
頁　
図
表
５

（
誤
）
販
売
贄

（
正
）
販
売
費

（
誤
）
法
人
所
得
税
背
用

（
正
）
法
人
所
得
税
費
用

●
40
頁　
図
表
７
（
表
「
調
整
項

目
」
内
）

（
誤
）
そ
の
他
の
営
業
贄
用

（
正
）
そ
の
他
の
営
業
費
用

水
準
が
明
示
さ
れ
な
か
っ
た
こ
と
は

象
徴
的
だ
。
到
達
点
を
あ
ら
か
じ
め

示
す
の
で
は
な
く
、
賃
金
や
物
価
と

い
っ
た
実
体
経
済
の
動
き
を
点
検
し

な
が
ら
、
緩
和
度
合
い
を
調
整
し
て

い
く
姿
勢
が
浮
か
び
上
が
る
。
今
回

の
決
定
会
合
は
、
日
銀
が
「
水
準
を

当
て
に
い
く
政
策
」
か
ら
、「
経
済

の
反
応
を
確
か
め
な
が
ら
進
む
政

策
」へ
と
移
行
し
た
局
面
と
い
え
る
。

市
場
が
次
に
注
目
す
べ
き
は
、
次

の
利
上
げ
時
期
で
は
な
く
、こ
の
０
・

７
５
％
と
い
う
金
利
水
準
が
日
本
経

済
に
ど
の
よ
う
に
吸
収
さ
れ
て
い
く

か
の
過
程
だ
ろ
う
。

利
上
げ
の
関
門
を
突
破
し
て
新
年
へ

証
　
　
券

世
界
の
株
式
市
場
で
は
、
株
価
は

引
き
続
き
米
国
市
場
が
リ
ー
ド
す
る

形
で
推
移
し
て
い
る
。
２
０
２
５
年

12
月
下
旬
に
な
っ
て
米
国
市
場
が
Ａ

Ｉ
・
テ
ッ
ク
株
の
反
発
に
加
え
、
政

策
金
利
の
連
続
利
下
げ
な
ど
に
支
援

さ
れ
、持
ち
直
し
の
気
配
を
強
め
た
。

日
本
市
場
も
米
国
市
場
に
連
動
し

て
株
価
上
昇
の
勢
い
を
取
り
戻
し
て

き
た
。
日
本
市
場
で
も
Ａ
Ｉ
、
半
導

体
株
が
株
価
持
ち
直
し
・
上
昇
を

リ
ー
ド
し
て
い
る
の
は
米
国
市
場
と

同
じ
で
あ
る
。
た
だ
、
同
じ
時
期
に

両
国
の
政
策
金
利
が
動
い
た
が
、
そ

の
方
向
性
が
真
逆
で
あ
っ
た
た
め
、

金
利
変
動
の
株
価
へ
の
影
響
が
注
目

さ
れ
て
き
た
。

こ
れ
ま
で
日
本
銀
行
は
日
本
の
金

利
が
低
い
た
め
、
円
安
が
進
ん
で
、

イ
ン
フ
レ
が
進
行
し
、
国
民
の
生
活

苦
と
政
権
へ
の
不
満
が
高
ま
る
こ
と

を
懸
念
し
て
き
た
。
そ
れ
を
防
ぐ
に

は
利
上
げ
に
よ
っ
て
米
国
と
の
金
利

差
を
拡
大
し
、
円
高
を
進
め
、
イ
ン

フ
レ
鎮
静
を
図
る
必
要
が
あ
る
。
し

か
し
、
円
高
は
海
外
依
存
度
の
高
い

企
業
を
苦
し
め
、
景
気
後
退
を
招
き

か
ね
な
い
。
こ
う
し
た
ジ
レ
ン
マ
が

あ
る
た
め
、
日
銀
は
利
上
げ
に
よ
っ

て
企
業
や
家
計
の
受
け
る
打
撃
が
で

き
る
だ
け
小
さ
く
な
る
と
思
わ
れ
る

タ
イ
ミ
ン
グ
を
探
っ
て
き
た
。

日
銀
の
利
上
げ
に
対
し
て
は
株
式

市
場
も
警
戒
し
て
き
た
。
11
月
中

旬
、
日
銀
の
利
上
げ
観
測
が
強
ま
っ

た
と
き
、
日
経
平
均
は
１
日
で
３
・

２
％
、
１
、６
０
０
円
下
が
っ
た
の

で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
12
月
19
日
の

金
融
政
策
決
定
会
合
で
政
策
金
利
を

０
・
７
５
％
へ
引
き
上
げ
る
決
定
を

し
た
と
き
、
株
価
は
上
昇
、
為
替
は

円
安
が
進
む
、
と
い
う
大
方
の
予
想

に
反
す
る
動
き
と
な
っ
た
。

株
価
が
上
昇
し
た
の
は
利
上
げ
決

定
前
に
若
干
下
が
っ
て
お
り
、
利
上

げ
当
日
に
上
昇
し
た
の
は
い
わ
ゆ
る

材
料
出
尽
く
し
に
よ
る
も
の
で
あ
っ

た
た
め
、
円
安
に
な
っ
た
の
は
利
上

げ
決
定
直
後
の
総
裁
記
者
会
見
で
、

植
田
総
裁
が
「
次
の
利
上
げ
ま
で
は

時
間
を
要
す
る
だ
ろ
う
」
と
い
っ
た

発
言
を
し
た
た
め
と
い
わ
れ
て
い
る
。

景
気
や
企
業
収
益
の
動
向
を
筆
頭

に
株
式
市
場
の
前
に
は
多
く
の
問
題

が
控
え
て
い
る
が
、
そ
れ
に
市
場
が

現
実
問
題
と
し
て
向
き
合
う
の
は
新

年
に
な
っ
て
し
ば
ら
く
し
て
か
ら
だ

ろ
う
。


